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入会案内

賛助会員：本協会の事業を賛助する法人または団体で本協
会理事会で入会を認められたもの。

１．調査及び研究、公表・促進
１）情報通信技術を活用した理想的な教育改善のモデルを
研究し、５年又は６年間隔で「大学教育への提言」とし　
て紹介。人文・社会・自然科学の分野別に求められる学
士力を策定し、学士力を実現するための教育改善モデル
の提言を公表
２）授業改善に対する教員の意識調査の公表
３）人文・社会・自然科学の30分野で高度情報社会を主体
的・自律的に行動できる情報活用能力の到達目標及び教
育学習方法、学習成果の評価などについて、望ましい教
育の在り方を調査・研究し、参考モデルをガイドラインと
して公表。分野共通の情報リテラシーの目標及び教育内
容・方法のガイドライン、情報専門人材教育の目標等学
士力のガイドライン、分野別情報教育の目標等ガイドラ
インの研究を行い、公表。
４）大学に共通する情報システムの課題を年次ごとに研究
し、公表（現在は学修ポートフォリオ対象）
５）教育の質的転換に向けて教育改善に対する教員の受け
止め方を把握するため「私立大学教員の授業改善調査」
を実施、分析、公表。
６）高度情報化補助金活用調査による財政支援の提案

２．大学連携、産学連携による教育支援の振興及び推進
１）インターネットによる電子著作物（教育研究コンテン
ツ）の相互利用
２）情報系専門人材分野を対象とした産学連携人材ニーズ
交流会と産学連携の仲介支援及びICTの重要性を学生
へ気づかせる「社会スタディの場」を設定。

３）eラーニングによる教育支援の構想作り

３．大学教員の職能開発及び大学教員の表彰
１）情報通信技術を活用したレフリー付きの教育改善の研

正会員：本協会の目的に賛同して入会した私立の大学、短
期大学を設置する学校法人で、本協会理事会で入会を認め
られたもの。

本協会は、私立の大学、短期大学を設置する学校法人
（正会員）をもって組織していますが、その他に本協会の
事業に賛同して支援いただく関係企業による賛助会員組織
があります。

本協会は、私立の大学・短期大学における教育の質の
向上を図るため、情報通信技術の可能性と限界を踏まえ
て、望ましい教育改善モデルの探求、高度な情報環境の
整備促進、大学連携・産学連携による教育支援の推進、
教職員の職能開発などの事業を通じて、社会の信頼に応
えられる人材育成に寄与することを目的に、平成23年４

月１日に認定された新公益法人の団体です。
本法人の淵源は、昭和52年に社団法人日本私立大学連

盟、日本私立大学協会、私立大学懇話会の三団体を母体
に創立した私立大学等情報処理教育連絡協議会で、その
後、平成４年に文部省において社団法人私立大学情報教
育協会の設立が許可されました。

正会員は261法人（280大学、97短期大学）となっており、
賛助会員61社が加盟しています（会員数は平成25年６月１
日現在のものです）。会員については本誌の最後に掲載し
ています。

究発表
２）教育指導能力開発のための情報通信技術の研究講習
３）教育改革に必要な教育政策及び情報通信技術活用の知識
と対策の探求
４）短期大学教育を強化するための情報通信技術を活用した
短期大学間による連携等の研究
５）情報セキュリティの危機管理能力の強化を図るセミナー
６）情報を駆使して業務改善に取り組める職員の能力開発
を行う研究講習

４．法人の事業に対する理解の普及
１）機関誌「大学教育と情報」の発行とWebによる公表
２）地域別事業報告交流会

５．会員を対象としたその他の事業
１）情報化投資額の費用対効果の解析評価と各大学への
フィードバック
２）「大学間情報交流システム」による教育情報の交流
３）情報通信技術の活用、教育・学修支援、財政援助の有
効活用などの相談・助言
４）大学連携による授業支援、教材共有化、ｅラーニング
専門人材の育成、ｅラーニング推進の拠点校に対するマ
ネージメント等の協力・支援
５）NHK番組の映像コンテンツの教育への再利用と実現に
向けた交渉
６）情報通信技術の紹介コンテンツ（ｅポートフォリオ、
電子カルテ等）の収集・閲覧
７）教育改革FD/ICT理事長・学長等会議、教育改革事務
部門管理者会議の開催
８）教職員の知識・理解を拡大するためのビデオ・オンデ　
マンドの配信


